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10．平成21年版 救急・救助の現況のポイント  

1救急出場件数、搬送人員ともに減少  
平成20年中の救急自動車による救急出場件数は、前年に比べて19万3．142件減少し、   

509万7，Og4件でした。  

搬送人員についても、前年に比べて22万4．117人減少の467万8．朗6人となりまし   

た。  

搬送人員の主な増減を事故種別ごとにみると、交通事故による搬送人員は5万7．367   

人減少し、急病による搬送人員も13万2．抽6人波少しています。  

．救急自動車による救急出場件数及び救急搬送人員はそれぞれ509万7．0糾件（対前年  

比相方3．142件、3．7％減）、467万8．636人（同22万4．117人、4．鍋減）でした。（園  

1参照）   

救急自動車は約6．2秒（前年6．0秒）に1回の割合で出場しており、国民の約27人  

（前年26人）に1人が搬送されたことになります。   

現場到着までの所要時間は、全国平均で7．7分薄（前年7．0分）となっています。ま  

た、医療機関収容までの所要時Ⅶは、全国平均で35．0分蒲凛（前年33．4分）となってい  

ます。（図2参照）   

搬送人見の傷病程度については、軽症が最も多く、237万8．495人（50．8％）となって  

います。   

搬送人見の年齢区分については、高齢者が最も多く、225万7．616人（48．3％）となっ  

ています。  

※．※※  

平成20年においては、時間計測の始点を11g章入電時刻に統一したため、見かけ上の   

時間が延びており、この影響を除くと現場到着時Ⅶは了．1分、病院収容時間は34．4分とな   

ります。  

・1－  

ー211－  

も．Tぶ   



区＝ 救急出場件数及び搬送人員の推移  

HlO H11   Hlヱ    H13   ト114    日15    H16    H17    日18    H19    HiO（事）  

図2 現場到着時聞及び病院収容時間の推移  
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救急儲制の充実と救急業務の高度化は着実に進展   

平成21年4月現在、救急隊数は4．892隊と5，M隊に迫り、救急救命士として運用  

されている救急隊員は1万9，368人となっています。   

また、救急救命士運用隊は全救急隊の91．0％にあたり、目棲である「全ての救急隊に  

救急救命士が1人以上配置される体制」に着実に近づくとともに、救急救命士による応  

急処置件数も増加してきています。   
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救急隊数はヰ，892隊（対前年比21隊、0．4％増）、救急隊員数は59，010人（同212人、  

0．4％減）、うち、専任隊員19，665人（同171人、0．8％減）、兼任隊員39，345（同41  

人、0．1％減）人となっています。   

また、救急救命士として運用されている救急隊員数は19．368人（同1，032人、5．6％  

増）となりました。   

救急隊員（3人以上）のうち少なくとも1人が救急救命士である隊は、全国4，892隊  

のうち4、ヰ53隊（91．0％）となり、その割合は年々高まっています。（囲3参照）  

救急救命士が実施する特定行為処置件数は、92，777件（対前年比8，461件、10．0％増）   

となっています。  

図3全救急隊のうち、救急救命士運用救急隊の割合  
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阜市民による応急手当件数の割合は過去最高   

消防機関の実施する応急手当普及講習の修了者数は年々増加し、平成20年中は160   

万人を超え、実際に救急搬送の対象となった心肺機能停止症例の軋了％において、市民   

により応急手当（胸骨圧迫（心臓マッサージ）・人工呼吸・AED（自動体外式除細勤   

番）による除細動）が実施されています。  

応急手当普及講習の修了者数は、161万9，119人となり、国民の約79人に1人が受講  

したこととなります。（前年は約81人に1人）  

市民による応急手当が実施された傷病者数は、全国の救急隊が搬送した心肺機能停止  

傷病者数の40．了％（前年は39．2％）にあたる46，306人に及んでいます。（図4参照）  

図4 応急手当講習受講者数と心肺機能停止傷病者への応急手当実施率の推移  
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4 二救助出勤件数、救助活動件数ともに増加  
平成20年中の救助出動件数は、8万1，554件（前年比9㈹件増）、救助活動件   

数は、5万3，295件（前年比1，112件増）となっています。  

平成20年中の救助出動件数（救助隊が出動した件数）は、全体で8万1，554  

件であり、交通事故によるものが2万8，194件（全体の34．6％）で昭和55年  

以降、第1位の出動原因となっています。   

一方、救助活動件数（救助隊が実際に活動した件数）は、全体で5万3，295  

件であり、建物等による事故が1万8，065件（全体の33．9％）で、第1位の  

活動種別となっています（平成19年中の第1位は、交通事故で1万7，287  

件（全体の33．1％））。  

■火災  

■交通事故  

■水難事故  

■自然災害  

■機械による事故  

■建物等による事故  

瘍ガス及び酸欠事故  

繍破裂事故  

ヨその他  
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5消防防災ヘリコプターによる救急・救助業務   

平成20年中の消防防災ヘリコプターによる救急出場は3，276件（前年比109件増）、救助  

出場は1．671件（前年比49件減）となっています。   

また、救急出場件数は過去最多となっており、全出場件数に占める救急出場の割合も  

50．4％で過去最高となっています。  

・消防防災ヘリコプターは、平成21年4月1日現在、全国45都道府県に合計71機  

配備されています。（総務省消防庁ヘリを含む）  

・消防防災ヘリコプターは、救急搬送や救助活動等に日ごろから大きな成果をあげてい  

ますが、とりわけ、地震等の大規模な災害が発生した際は、その高速性、機動性を活用   
して、消防防災活動で大きな役割を担うことができるものと期待されています。  

・ 最近の例では、平成21年7月に発生した中国・九州北部豪雨において、孤立した住  

民の救助や情報収集活動で消防防災ヘリコプターの特長を発揮したところです。  
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11．救急搬送における医療機関の受入状況（重症、周産期、小児）  

傷病者の搬送及び受入れに係る調査分析の方法について  
救急搬送における医療機関の受入状況（重症以上傷病者）  

医療機関に受入の照会を行った回数ごとの件数  

t大  

1回  2・－8 回  4～5 回  6一〉10 回  11回～   ‡十  4回 以上  6回 以上  11回 以上   照会 回数   

件数  344．77  49．88  9，59  4，23   90  409，19  14，73  5，13   90   重症以上傷病者                      4  

○ 医療機関の照会回数4回以上   
の事案が14′732件（全体の3．6％）   

あり、現場滞在時間30分以上の   
事案が16′980件（4．1％）ある。  

現場滞在時間（現場到着から現場出発までの時間）区分ごとの件数  

15分  15分以上  30分以上  45分以上  60分以上  120分  計   30分  45分  60分  

未満  30分未満  45分乗溝  60分乗溝  120分未満  以上  以上  以上  以上   

件数  25丁，50  135，481  12，54  2，77  1．50   16  409，96  16．98  4，44  1，郎  
圭症以上傷病者  
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○ 首都圏、近畿圏等の大都市部   
において、照会回数の多い事案   
の比率が高い。  

都道府県  4回以上  30分以上   

宮城県   5．8，i   8．4，i   

茨城県   5．1％   5．6％   

栃木県   5．0†i   4．5，i   

埼玉県   8．7％  12．5％   

千葉県   6．2％   9．1，i   

東京都   9．4％   9．3，i   

神奈川県   4．1％   6．9％   

大阪府   8．2％   4．7％   

兵庫県   6．2％   5．1％   

奈良県   12．5！i   8．4％   

全国平均   3．6％   4．1％   

「平成20年中の救急搬送における医療機関の受入れ状況等実態調査」（平成21年3月 総務省消防庁■厚生労働省）0   



救急搬送における医療機関の受入状況（産科・周産期傷病者）  

医療機関に受入の照会を行った回数ごとの件数  

l  2～3  4一－5  6～10  11回～   
4回  6回  11回   

最大  

回   回   回   回  
計         照会 回数              以上  以上  以上   

件数  13，64  1．90   48   21   47  16，29   74   26   4   

産科■周産期  
傷病者  

26  

○ 医療機関の照会回数4回以上   
の事案が749件（全体の4．6％）あ   

り、現場滞在時間30分以上の事   
案が1′029件（6．3％）ある。  

現場滞在時間区分ごとの件数  

15分  15分以上  30分以上  45分以上  60分以上 120分乗  30分  45分  60分  
満   計  

718  19   10   7  16，46  1，029  311  
産科・周産期  

傷病者   ー
N
一
∞
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○ 首都圏、近畿圏等の大都市部   
において、照会回数の多い事案   
の比率が高い。  都道府県  4回以上  30分以上   

岩手県  8．4％   

宮城県  6．5％   

茨城県   4．7％   9．2％   

埼玉県  8．6％   

千葉県   9．1％  11．8％   

東京都   9．9％  13．4％   

神奈川県   8．4％  11．6％   

大阪府   8．6％   7．4％   

全国平均   4．6％   6．3％   

「平成20年中の救急搬送における医療機関の受入れ状況等実態調査」（平成21年3月 総務省消防庁・厚生労働省）ユ   



救急搬送における医療機関の受入状況（小児傷病者）  

医療機関に受入の照会を行った回数ごとの件数  

l  2～3  4～5  6～10  11回～   最大  

回   回   回   回  計  4回  6回  11回                以上  以上  以上  照会 回数   

件数  267，081  47，922  6．76  2，13   
小児傷病者  

3  

○ 医療機関の照会回数4回以上   
の事案が9，146件（全体の2．8％）   
あり、現場滞在時間30分以上の   
事案が5，905件（1．8％）ある。  

現場滞在時間区分ごとの件数  

15分  15分以上  30分以上  45分以上  60分以上 120分乗  計   30分  45分  60分  
満   以上  以上  以上   

件数  254，12  65，35  ヰ．94   676  27   9  325，38  5．90  96  287  
小児傷病者  
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○ 首都圏、近畿圏等の大都市部   
において、照会回数の多い事案   
の比率が高い。  

都道府県  4回以上  30分以上   

宮城県   5．9％  3．3％   

福島県   2．8％  

茨城県   4．2％  2．3％   

栃木県   4．6％  

埼玉県   5．2％  4．8％   

千葉県   3．2％  3．3％   

東京都   3．8％  3．2％   

神奈川県  2．5％   

新潟県   3．7％  2．8％   

三重県   3．2，i  

大阪府   5．8％  

兵庫県   3．8％  

奈良県   6．9％  3．1％   

佐賀県   3．3％  

全国平均   2．8％   1．8，i   

「平成20年中の救急搬送における医療機関の受入れ状況等実態調査」（平成21年3月 総務省消防庁・厚生労働省）ヱ   



12．消防法の一部を改正する法律の概要（平成21年5月1日公布）  
○傷病者の搬送及び受入れを円滑に行うことが、傷病者の救命率の向上や後遺症の軽減等の観点か   
ら、重要な課題。このため、消防法を改正し、都道府県において、医療機関、消防機関等が参画する協   
議会を設置し、地域の搬送・受入ルールを策定することとしたところ。  
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受入れ  

④救急医療  
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の
選
定
 
 

③救急搬送  

＜搬送・受入ルール＞  

①温痘盈墾塵温室．三応じた濫造蓋皇窺壷墜塵．塩選録迩  

②消防機関が傷病者の状況を確認し、①のリストの中か   

ら搬送先医療機関を選定するためのルール  

③ 消防機関が医療機関に対し傷病者の状況を伝達する   

ためのルール  

④艶送盈墜塵鮒  
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都道府県において、医療機関、消防機関等が  

参画する協議会を設置し、地域の搬送・受入  

ルールを策定  

るためのル剛ル  

総務大臣  

厚生労働大臣  
※既存のメディカルコントロール協議会等の活用を想定  

頚  

電  

車  
ヽ  

指針の策定等の援助  
毒  

医療機関は、搬送・受入ルールを  

尊重するよう努めるものとする  

消防機関は、搬送・受入ルールを  
遵守しなければならない  施行期日：平成21年10月30日   



消防法改正（1）：協議会について  

協議会  

都道府県に設置  

意見具申  

メンバー  
都道府県知事  

消防機関の職員  

医療機関の管理者又はその指定する医師  

（救命救急センター長など）  

診療に関する学識経験者の団体の推薦する者  

都道府県の職員   

ー
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t 学識経験者等（都道府県が必要と認める者）  

○ 役割   

■ 傷病者の搬送及び受入れの実施基準に関する   

協議  

・実施基準に基づく傷病者の搬送及び受入れの   
実施に関する連絡調整（調査・分析など）  

関係行政機関   

資料提供  

意見表明  

‾】  



消防法改正（2）：実施基準（ルール）について  

実施基準（ルール）  

都道府県が策定・公表   

①傷病者の状況に応じた適切な医療の提供が行われるよ   
うに分類された医療機関のリスト  

② 消防機関が傷病者の状況を確認し、①のリストの中から   
搬送先医療機関を選定するためのルール   

③ 消防機関が医療機関に対し傷病者の状況を伝達する   
ためのルール   

④搬送先医療機関が速やかに決定しない場合において   

傷病者を受け入れる医療機関を確保するために、消防   
機関と医療機関との間で合意を形成するためのルール  

等  

※都道府県の全区域又は医療提供体制の状況を考慮した区域ごとに定める。  

総務大臣  

厚生労働大臣  

情報提供  

等の援助  

－
 
N
N
N
 
－
 
 

■医学的知見  

に基づく  

・医療計画と  

の調和  

●、 、 

基準策定  

に意見聴取  

協議会   




